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※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

を
し
て
い
る
自
治
会
や
商
店
会
に

は
、
９
月
中
旬
に
案
内
の
通
知
を

送
付
す
る
予
定
で
す
。

　
詳
し
く
は
同
担
当
☎
４
７
０
・

７
７
６
７
へ
。

10月の お気 軽にお気 軽に
　 無 料 相 談無 料 相 談
お気 軽にお気 軽に
　 無 料 相 談無 料 相 談
お気 軽に
　 無 料 相 談

問い合わせ先会場時間相談日予約開始日相談員相談内容・定員

各予約開始日
の午前８時半
から電話で
生活文化課
☎４７０・７７３８

市役所２階
相談室

午前１０時
から

３日（水）
１０日（水）９月２７日（木）

弁護士法律相談
（各日8人） １７日（水）

２４日（水）１０月１１日（木）

午後１時
から

３日（水）９月２５日（火）
司法書士不動産・相続・会社

の登記等相談（5人）
午前１０時
から土地家屋調査士表示登記・土地の境

界等相談（4人）

午後１時
から

１０日（水）１０月４日（木）行政書士相続・遺言・成年後見
等手続き相談（5人）

１７日（水）
１０月９日（火）税理士税務相談（5人）

午後１時半から１０月１１日（木）人権擁護委員人権・身の上相談（4人）
午後１時
から

４日（木）９月２７日（木）宅地建物取引士不動産取引相談（5人）

２４日（水）１０月１８日（木）

弁護士交通事故相談（5人）

午前１０時
から社会保険労務士

年金・労災・雇用・
保険・人事管理等相
談（4人）

各予約開始日
の午前９時
から電話で
男女平等推進
センター
☎４７２・００６１

市役所２階
相談室

午前１０時～
午後１時１日（月）９月１９日（水）

女性
カウンセラー

女性の悩みごと相談
（各日3人） 午後１時半

～４時半

９日（火）
１５日（月）
２２日（月）
２９日（月）

１０月３日（水）

午前９時半
～午後０時半５日（金）９月２１日（金）女性弁護士女性弁護士による

法律相談（3人）
市商工会
☎４７１・７５７７

東久留米市
商工会館

午前１０時～
午後４時平日前日までに市商工会

経営指導員経営相談

問い合わせ先相談員会場時間相談日相談内容
同協会事務局
・桑原建築設
計事務所
☎４７６・１５１５

東久留米建築
設計協会会員

市役所１階
屋内ひろば

午後２時～
５時１２日（金）耐震相談

中央教育
相談室
☎４７３・３６６７教育相談員

中央教育相談室
（成美教育文化会館
内教育センター）午前１０時～

午後５時

火曜～
土曜日教育相談

※電話相談も可。 滝山教育
相談室
☎４７５・８９０９

滝山教育相談室
（西中学校隣）

月曜～
金曜日

児童青少年課
☎４７０・７７３６

母子・父子自
立支援員

児童青少年課
（市役所２階）

午前８時半
～午後５時開庁日母子・父子相談

前月末までに
障害福祉課
☎４７０・７７４７、
ファクス
４７５・８１８１

身体障害者
相談員

市役所１階相談室午前１０時～
正午

１２日（金）身体障害者相談

知的障害者
相談員１０日（水）知的障害者相談

同センター
☎４７７・２７１１

さいわい
福祉センター
支援員

さいわい
福祉センター午前９時～

午後５時
平日心身障害者

（児）相談

※直接会場へ。ハローワーク
三鷹職員

市役所２階
ワークコーナー開庁日職業相談

※直接会場へ。
市住宅増改築
等斡旋事業登
録団体協議会

市役所１階
屋内ひろば午前１０時～

正午、
午後１時～
４時

１１日（木）住宅増改築相談

市消費者
センター
☎４７３・４５０５
※直接会場へ。

消費生活
相談員

生活文化課
（市役所２階）平日消費者相談

※電話相談も可。

生活文化課
☎４７０・７７３８行政相談委員１０月は実施しません行政相談
健康課保健
サービス係
☎４７７・００２２

助産師・
保健師ご自宅希望する方は右記へ

問い合わせください。
妊婦訪問
赤ちゃん訪問

福祉総務課
☎４７０・７７４１相談支援員福祉総務課

（市役所１階）
午前９時～
午後４時開庁日生活困窮者

自立相談

　
市
で
は
、
高
齢
者
の
見
守
り
に

関
す
る
事
業
を
多
数
実
施
し
て
お

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
高
齢

者
の
見
守
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

　
各
事
業
に
は
下
表
の
通
り
、
対

象
と
な
る
方
の
要
件
な
ど
が
あ
り

ま
す
。

　
詳
し
く
は
各
担
当
へ
（
下
表
参

照
）。

みまもりネットワーク事業の仕組み

東久留米市介護福祉課

地域包括支援センター

みまもり協力機関
新聞販売所・宅配業者・
個人商店など

みまもり協力員

連携

報告

依頼

依頼

依頼

協力員による
見守り

報告・相談

報告・相談

自治会・マンション管理組合・
老人会・認知症サポーター・自
主グループ・ボランティア・社
会福祉協議会・警察・消防など

地域での見守り

民生委員またはボランティア・自治会
の方で、市から委嘱を受けた方

・新聞がたまっている
・いつもと様子が違うなど

高齢者

　
起
業
に
興
味
が
あ
る
方
や
起
業

し
て
間
も
な
い
方
に
向
け
て
、
多

彩
な
分
野
で
活
躍
す
る
専
門
家
が

講
師
と
な
り
、
起
業
に
向
け
た
基

礎
知
識
か
ら
実
務
ノ
ウ
ハ
ウ
ま
で
、

体
系
的
に
学
べ
る
セ
ミ
ナ
ー
を
開

催
し
ま
す
。

　
先
輩
起
業
家
の
体
験
談
や
、
日

本
政
策
金
融
公
庫
・
東
京
信
用
保

証
協
会
の
現
役
実
務
担
当
者
か
ら

見
た
融
資
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど
、
実

践
的
で
役
立
つ
内
容
が
満
載
で
す
。

　
【
日
時
】
全
５
回
。　

月　
日
・

１１

１１

　
日
・　

日
、　

月
２
日
・
９
日

１８

２５

１２

の
い
ず
れ
も
日
曜
日
、
午
前　
時
１０

～
午
後
４
時
半
（
０
時
半
～
１
時

半
は
昼
食
休
憩
）

　
【
会
場
】三
鷹
商
工
会
館
３
階
会

議
室（
三
鷹
市
下
連
雀
３
ノ　
ノ　
）

３７
１５

　
【
対
象
】
起
業
に
興
味
が
あ
る

方
・
起
業
し
て
間
も
な
い
方

　
【
定
員
】
先
着　
人
４０

　
【
費
用
】５
０
０
０
円（
全
５
回

分
、
テ
キ
ス
ト・資
料
代
を
含
む
）

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
市
商
工

会
☎
４
７
１
・
７
５
７
７
へ
。

　
市
で
は
、
補
助
対
象
と
な
る
防

犯
灯
や
装
飾
灯
を
管
理
し
て
い
る

自
治
会
や
商
店
会
に
対
し
て
、　
３０

年
度
上
半
期
（　
年
４
月
１
日
～

３０

９
月　
日
）に
掛
か
っ
た
費
用（
電

３０
気
料
金
・
器
具
取
り
替
え
経
費
）

を
補
助
し
ま
す
。

　
　
月　
日
（
金
）
ま
で
に
、
管

１０

１９

理
課
道
路
・
河
川
施
設
担
当
（
市

役
所
５
階
）
へ
必
要
書
類
を
持
参

の
上
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
過
去
に
補
助
金
の
申
請

ご
存
知
で
す
か

高
齢
者
の
見
守
り
・
声
掛
け
の

関
連
事
業
を
ご
案
内
し
ま
す

防
犯
灯
の
維
持
管
理
費

防
犯
灯
の
維
持
管
理
費
にに

補
助
金
を
交
付
し
ま

補
助
金
を
交
付
し
ま
すす

　

年
度
自
衛
消
防
訓
練
審
査
会
・

３０発
表
会
を
開
催
し
ま
す

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

総
合
的
な
防
火
防
災
診
断
を

実
施
し
て
み
ま
せ
ん
か

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

市などが行う高齢者の見守り・声掛けの関連事業

担当内容対象者事業名
東部地域包括支援センター
☎４７３・９９９６、本部☎４２８・７７８８
中部地域包括支援センター
☎４７０・８１８６、本部☎４５１・５１２１
西部地域包括支援センター
☎４７２・０６６１
介護福祉課地域ケア係
☎４７０・７７７７（内線２５０２）

みまもり協力員が高齢者に声掛けや遠い見守り
（郵便物の確認など）を行います。地域包括支援
センターで相談の上、個別に計画します

６５歳以上のひとり暮らしまたは高齢者のみ世
帯で、介護保険など定期的な公的サービスを
利用していない方

みまもりネット
ワーク事業

バランスの取れた配食で健康保持を図るとともに、
定期的な触れ合いで安否確認をします。原則週２
食まで（昼または夜）。利用料１食５００円

６５歳以上の市内に住所がある要生活支援高齢
者（介護認定非該当～要介護）で、ひとり暮
らしまたは高齢者のみ世帯で、日常生活に支
障がある方

配食サービス事業

福祉総務課高齢者福祉係
☎４７０・７７７７（内線２５０８）

直接消防署へ連絡できる機器を貸与します。協力
員が２人必要（５００ｍ以内に居住している方）。無
料

６５歳以上のひとり暮らしまたは病弱な高齢者
のみ世帯で、心臓疾患などで常時注意を必要
とする方

緊急通報システム
事業

安否確認のため、乳酸飲料を週に４回配達します。
緊急連絡先として２人必要。無料

６５歳以上のひとり暮らしで、みまもりネットワ
ーク事業や配食サービスを利用していない方乳酸飲料配布事業

見守りなどが必要なシニアクラブの会員に対して
電話や声掛けで安否確認を行い、家庭訪問をして
話し相手になることで孤立感を解消します

老人クラブに加入している会員（ひとり暮ら
しの方など）

友愛活動
（東久留米市シニア
クラブ連合会）

市社会福祉協議会☎４７１・０２９４趣味・健康・交流活動などを通して、顔の見える
関係をつくります。月１・２回

主に日中孤立しがちなひとり暮らし高齢者、
障がい者、乳幼児を抱える親など

ミニデイホーム・
子育てサロン活動

公益財団法人東京都防災・建築
まちづくりセンター
☎０３・５４６６・２６３５

「生活リズムセンター」「緊急通報装置」「携帯用
ペンダント」により、２４時間の安否確認と緊急対
応を行います。利用料は年５万４,７８０円

都内（島しょを除く）在住または、これから
居住する高齢者などあんしん居住制度

▲東京消防庁マスコット
「キュータ」

　
東
久
留
米
消
防
署
で
は
、
消
防

職
員
が
住
宅
を
戸
別
に
訪
問
し
、

火
事
・
地
震
・
家
庭
内
事
故
（
熱

中
症
、
一
酸

化
炭
素
中

毒
）
な
ど
、

家
庭
に
潜
む

危
険
要
因
の

チ
ェ
ッ
ク
や
、

防
火
防
災
の

ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
「
防
火
防
災

診
断
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
【
診
断
項
目
】
ガ
ス
調
理
器
具
・

電
気
配
線
に
よ
る
火
災
危
険
、
地

震
発
生
時
の
家
具
転
倒
、
住
宅
用

火
災
警
報
器
の
設
置
状
況
・
作
動

点
検
な
ど（
診
断
時
間
は
約　
分
）

３０

　
【
対
象
】　
歳
以
上
の
高
齢
者
や

６５

身
体
が
不
自
由
な
方

　
【
費
用
】
無
料

　
申
し
込
み
は
電
話
で
同
署
警
防

課
防
災
安
全
係
☎
４
７
１
・
０
１

１
９
（
内
線
３
２
３
）
へ
。
申
し

込
み
受
け
付
け
時
に
防
火
防
災
診

断
の
趣
旨
・
内
容
の
説
明
と
訪
問

日
時
を
調
整
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
係
へ
。

　
自
衛
消
防
訓
練
審
査
会
・
発
表

会
は
、
市
内
の
事
業
所
の
防
火
・

防
災
意
識
お
よ
び
自
衛
消
防
技
術

の
向
上
を
目

的
に
、　

年
３５

間
実
施
し
て

い
ま
す
。
今

回
は　
事
業

２０

所　
自
衛
消

２４
防
隊
が
日
ご
ろ
の
訓
練
成
果
を
披

露
し
ま
す
。

　
【
日
時
】
９
月　
日
（
木
）
午
前

２０

９
時
半
～
正
午

　
【
会
場
】一
般
財
団
法
人
機
械
振

興
協
会
技
術
研
究
所
敷
地
内
（
八

幡
町
１
ノ
１
ノ　
）
１２

　
【
内
容
】消
火
器
や
屋
内
消
火
栓

を
使
っ
た
消
火
活
動
、
放
送
設
備

を
使
っ
た
避
難
誘
導
、
１
１
９
番

通
報
要
領
な
ど

　
詳
し
く
は
東
久
留
米
消
防
署
予

防
課
自
衛
消
防
担
当
☎
４
７
１
・

０
１
１
９
（
内
線
６
１
０
）
へ
。

商
工
会
主
催
・
三
鷹

「
創
業
塾
」（
５
日
間
コ
ー
ス
）

受
講
者
を
募
集
し
ま
す


